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性
別
を
選
ん
で
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で

は
な
い
の
に
、
性
別
で
人
生
が
変
わ
っ
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

長
年
に
わ
た
り
人
々
の
中
に
形
成
さ
れ

た
性
別
役
割
分
担
意
識
、
性
差
に
関
す
る

偏
見
や
無
意
識
の
思
い
込
み
な
ど
、
女
性

も
男
性
も
こ
れ
ま
で
の
意
識
や
活
動
の
あ

り
方
を
見
直
し
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
能
力
が
十
分
に
生
か

せ
る
よ
う
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
こ
の
機
会
に
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

入
場
無
料
で
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き

ま
す
。
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　

子
ど
も
た
ち
が
協
力
し
て
花
を
咲
か
せ

る
こ
と
で
、
命
の
大
切
さ
や
思
い
や
り
の

心
を
育
て
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め

て
毎
年
行
っ
て
い
る
『
人
権
の
花
運
動
』。

10
月
７
日
、
人
権
擁
護
委
員
、
広
島
法
務

局
廿
日
市
支
局
長
ら
が
、
玖
波
小
学
校
と

広
島
西
特
別
支
援
学
校
を
訪
れ
、
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
の
球
根
２
６
０
個
と
プ
ラ
ン
タ
ー
、

培
養
土
な
ど
を
贈
り
ま
し
た
。

　

玖
波
小
学
校
で
は
、
１
年
生
を
代
表
し

て
伊
﨑
楓
華
さ
ん
と
古
村
色
葉
く
ん
が
受

け
取
り
、「
花
が
咲
い
た
ら
見
に
来
て
く

だ
さ
い
」
と
お
礼
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。

　玖波８丁目自治会（自主防災会）
が、宝くじを財源とする令和３年度
コミュニティ助成事業の採択を受け
ました。この助成金で、多目的キャ
リー・フレームテント・三方幕の防
災備品を整備し、
地域の自主防災力
の強化を図りまし
た。

コミュニティ助成事業で
自主防災活動の活性化
問い合わせ　危機管理課　☎59-2119

多目的キャリー・フレームテント・三方幕 坂本スミヱ人権擁護委員から球根が手渡されました。

人KENまもる君 人KENあゆみちゃん

命
の
花
を
咲
か
せ
て

　
『
人
権
の
花
運
動
』

問
い
合
わ
せ

　

自
治
振
興
課　

☎
59
２
１
４
５

公開講演会

女も・男も 成熟社会をめざして
～男女共同参画をすすめるためには～

11月19日㊎  10時▶12時
（9時30分から受け付け）

アゼリアおおたけ
講師　岸かおるさん（ヒューマンネットワークゆい代表）

Profi le
岩国市在住。埼玉・東京でフリーランスライターとして活動。世界各国の子
育て事情に精通し、講演活動、別冊PHP、NHK出版「すくすく子育て」など
にコラムや特集を執筆するなど幅広く活動中。「自分らしく生きるには」「男
女共同参画について」「女性の人権」「介護の人権」「DVについて」「終活」など
のテーマで講演会を数多く行っている。著書に「ここが違うよ、日本の子育
て」（共著）など。

問い合わせ
　自治振興課
　☎59-2145

human rights
　

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で

す
。
子
ど
も
へ
の
虐
待
は
、
大
き
く
４
つ

に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
重
な
っ

て
起
こ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

子
育
て
に
つ
い
て
不
安
や
悩
み
を
抱
え

た
と
き
は
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
周
囲
に
気
に
な
る

子
育
て
家
族
が
い
た
と
き
は
、
児
童
相
談

所
や
福
祉
課
の
窓
口
へ
連
絡
・
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。
緊
急
の
場
合
は
、
警
察
に
通

報
し
て
く
だ
さ
い
。

　

連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能
で

す
。
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す
る
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

児
童
相
談
所
全
国
共
通
３
桁
ダ
イ
ヤ
ル

　
（
地
域
の
児
童
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
）

　

☎
１
８
９

　

家
庭
児
童
相
談
室
（
福
祉
課
内
）

　

☎
59
２
１
５
１

子
育
て
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口

「
お
お
た
け
版
ネ
ウ
ボ
ラ
」

　

妊
娠
か
ら
出
産
、
子
育
て
期
を
通
じ
て

子
育
て
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
の
提

供
や
相
談
に
応
じ
ま
す
。
ど
ん
な
こ
と
で

も
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相談はこちらに
　保健医療課　☎59-2140
　子育て支援センターどんぐりHOUSE　☎54-0039

虐待の種類

身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、や
けどを負わせる　など

心理的虐待
無視する、言葉でおどす、きょうだい間
での差別的扱い、目の前で暴力をふるう　
など

ネグレクト
食事を与えない、不潔なままにしておく、
病気やケガを放置する、子どもが泣いて
いても無視する　など

性 的 虐 待 性行為を強要する、わいせつな映像を見
せる　など

　夫・パートナーからの暴力やストーカーなど
の事案は、依然として数多く発生しています。
　広島法務局と県人権擁護委員連合会では、こ
れらの女性をめぐるさまざまな人権問題の解決
を図るための相談活動の強化に取り組みます。
　11月12日㈮から18日㈭までの７日間、全国一
斉「女性の人権ホットライン」強化週間の取り
組みとして、常時開設している専用相談電話「女
性の人権ホットライン」の電話回線を増設する
とともに、電話相談時間を延長して、女性の人
権問題に対応します。
　ひとりで悩まず、電話してください。
電話番号
　0570-070-810
実施期間
　11月12日㈮～ 18日㈭
相談受付時間
　８時30分～ 19時
　ただし、土・日曜日は10時～17時

　12月４日㈯から10日㈮までは人権週間です。
人権週間は、世界の平和と人類の幸福を願って、
人間として当然に持っている基本的権利を、お
互いに尊重しなければならないということを表
明した世界人権宣言の採択に由来しています。
　人権週間に特設人権相談所を開設します。
と　き
　12月４日㈯ 10時～ 15時
ところ
　総合市民会館１階小集会室
相談内容
　暮らしの中のさまざまな問題（離婚、相続、
隣近所のもめごと、いじめなど）
※相談無料、秘密厳守、予約不要
相談員（人権擁護委員）
　古原陽子さん、坂本スミヱさん、弘兼秀子さん、
前安井美千子さん、正木靜夫さん、山本竹生さん

女性の人権ホットライン
強化週間

0570-070-810

暮らしの中の悩みを相談
特設人権相談所開設
問い合わせ　自治振興課　☎59-2145

全国
一斉

虐
待
!
育ネ

グ

レ

ク

ト

児
放
棄
!

気
に
な
る
子
育
て
家
族
が
い
た
ら
相
談
を

11
月
は

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す
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human rights


